
 
  

6月期一時金、本日支給されます！ 
 ６月２５日に中央委員会が開催され、あゆみ速報№ 4796でお伝えした

仮妥結の内容で承認されました。本日３０日に６月期一時金が支給され

ます。以下の支給算式から評価反映率を確認しましょう。組合員の方々

には、評価反映率を簡単にチェックできるシートを準備しておりますの

で、ぜひご活用下さい。１～５級、６級総括主査、常勤職員及び臨時用

員以外の組合員の方は、組合までお問い合わせ下さい。 

○支給算式 

【一般職員】（１～５級、６級総括主査） 

 （本給×1.95月×評価反映率）＋6,500円×扶養手当人数 

                                              ＋56,545円＋職務別加算 

  職務別加算＝{本給×(1＋地域調整手当の支給割合)}×加算率×1.95月 

   地域調整手当の支給割合：東京特別区 0.06、その他の地区 0.03 

   加算率：４, ５級：0.05 ６級：0.1 

    評価反映率はS:1.05、A:1.03、B:1.00、C:0.97、D:0.95 

【常勤職員】 

本給×1.95月＋6,500円×扶養手当人数＋18,497円 

【臨時用員】 

2009年(平成21年)12月2日から2010年(平成22年)6月1日までの期間 

において 

 (1) 出勤日数 20日以上 40日未満の者 ：本給日額の 7日分 

 (2) 出勤日数 40日以上 70日未満の者 ：本給日額の13日分 

 (3) 出勤日数 70日以上 100日未満の者 ：本給日額の15日分 

 (4) 出勤日数 100日以上の者      ：本給日額の17日分 

 （注）臨時用員就業規則に定める年次休暇及び特別休暇は出勤とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面に、原水爆禁止国民平和大行進東海村実行委員会のニュースを載せてあります。 

ご協力をお願い致します。 

また、６月末〆切の署名３件（市場化テスト反対、みんなのえがお・３０人学級、 

人事院勧告への要求）へのご協力もお願い致します。 

原研労組に加入し、労働条件の改善と働きがいある職場を、ともにめざしましょう。  URL http://orange.zero.jp/genkenrouso.wing/  E-mail genkenrouso@muse.ocn.ne.jp  （ 内線Tel. 81-5413, 81-5414 ） 

原研労組中執ニュース 

原子力平和利用三原則－公開・民主・自主－を守ろう 回 

覧 日本原子力研究開発機構労働組合 
〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4  Tel. 029 (282) 5413, 5414  Fax. 029 (284) 0568 No.4797(61-39) 

2010.6.30(水) 

第61期中央執行委員会は、本日で終了します。 

7月から、次期中央執行委員会がスタートします。 

 6 月 30 日をもって、第 61 期中央執行委員会の任期が終了します。

今期は、7 名の中央執行委員（原科研から 3 名）という体制で活動して

きました。活動内容は、決して満足のいくものではありませんでした

が、組合員の皆様のご協力により、1年間、大過なく活動できました。 

昨年 8 月の衆議院選挙で、自公政権から民主党を中心とする政権への

政権交替が実現しました。多くの国民は、自公政権によって破壊された

雇用や生活がよくなるのでは、という淡い期待を抱いていたと思いま

す。しかし結局は、民主党政権も、政権公約を投げ捨て、旧自公政権の

流れにのったものとなっています。私たちが働く独立行政法人も、政治

的人気取りのための「事業仕分け」に翻弄されました。雇用を守り、国

民のための公共事業を守るたたかいは、今後ますます重要となります。

民主党政権では、賃金や法定外福利厚生費の削減など、国家公務員横並

びが横行し、労働条件の大幅な切下げが進められています。我々の生活

を維持するためにも、労働組合が、防波堤としての役割をキチンと果た

す必要があります。 

7 月 1 日から、第 62 期中央執行委員会がスタートします。今期同

様、7 名体制での出発となります。厳しい状況の中でのスタートとなり

ますので、今後とも、今まで以上の皆様のご協力により、次期中央執行

委員会を支えていただけます様お願い致します。 

皆様のご協力、大変ありがとうございました！ 



【 あゆみ速報 No.4797 (61-39) 2010.6.30 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


